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EDI用汎用トランスレータの実装

杉山敬三小花貞夫鈴木健二

KDD研究所

種々の利用形態やデータフォーマットに柔軟に対応するEDI(電
子データ交換)用トランスレータを体系的に開発する手法につ

いて論じる.まず，データフォーマット変換をセマンティクス

の対応付けとシンタックス変換に分離し，シンタックス変換の

モジュールを交換可能とする汎用データフォーマット変換方式

を提案し，データ構造.ファイル，処理等の設計について述べ

る.また，本方式を適用したCII(産業情報化推進センター〉用

トランスレータの実装概要について報告する.

1.はじめに

近年の商取引の活発化に伴い，受発
注処理等の企業聞におけるデータ交換の
効率化が望まれている.そこで，これま

で事務書類等の物理的手段によって交換
されてきた異企業聞の取引活動に関する
情報を，標準的な規約を用いて電子化し，
ネットワークを介して情報通信システム
間で直接交換するEDI(電子データ交換〉
が注目されている.筆者らもこれまでに，
パソコンをベースとし，ローカルプロト
コルによる企業内EDIネットワークと，
EDI標準による企業問EDIネットワークを
相互に接続可能とするパソコンEDIシス
テムを開発している(1J. (2]. 

このように扱うデータフォーマット
が異なる場合には，データフォーマット
聞の変換を行うトランレータが必要とな

る.このトランスレータは，単に企業内

のローカルフォーマットと標準フォー
マット聞の変換を行うだけでなく，標準
フォーマットどうしの変換や，端末で直
接標準フォーマットを扱う場合など，複
数の利用形態が存在する.また， EDIの

データフォーマットの標準自体も，国際
標準に限らず，園内標準や業界標準など，
現状では様々なものが存在している. し
たがって， トランスレータのソフトウェ
アを効率的に開発するためには，これら
の利用形態や種々のデータフォーマット
に柔軟に対応できる体系的な開発手法が
重要となる.

本稿では，まず種々の利用形態や
データフォーマットへの対応を容易とす
る汎用データフォーマット変換方式を提
案する.次いで，その方式に従ったトラ
ンスレータの基本設計として，データ構
造，ファイル並びに処理について論じる.
最後に，基本設計に基づいた汎用トラン
スレータの実装例として， CII (産業情
報化推進センター)用トランスレータの
実装概要について報告する.

2. EDIにおける標準の概要

EDIのデータフォーマットの標準は，
一般にシンタックスルール，標準メッ
セージ，データエレメントディクショナ
リの 3つの要素で構成される [3]. シン
タックスルールは，日付や注文番号など
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のデータエレメントからシステム問で交

換するデータを組み立てるための文法規

則である.通常図 1に示すように階層的

に規定され，階層毎にヘッダ(UNA，UNG
etc. )とトレーラ(UNZ，UNE etc.)が付く

場合が多い.標準メッセージは，注文書

やインボイスなどの帳票が含むことので

きるデータエレメントの集合を定義する.

データエレメントディクショナリは.全
ての標準メッセージで使用されるデータ

エレメントの集合である.
現在，国 際標準として ISOの

EDIFACT[4] ，米国の標準としてANSIの
X. 12[5]，また園内の標準として業界標準

であるEIAJ(日本電子機械工業会〉標準
[6]をベースにしたCII[7]，さらには銀行

やチェーンストアなどの業界標準など，
種々のEDI標準が存在している.

図1

EDIFACTのシンタックスルールを図 1
に示す.ここでは，インターチェンジが
システム閲で交換する単位であり，機能
グループは同種の帳票のグループに，
メッセージは帳票に，データセグメント
は一般のデータ処理におけるレコードに
相当する.

3.トランスレータの 3つの利用形態と
従来のトランスレータの問題点

3. 1 トランスレータの3つの利用形態

EDI用トランスレータには，以下の 3
つの利用形態が考えられる.

形態 1:ローカルフォーマットと標準

フォーマットの変換

各企業のローカルなデータフォー
マットと標準のデータフォーマットとの
変換を行う.従来のトランスレータ[8]は，

この形態に属する.

形態2:標準フォーマットどうしの変換
X.12，EDIFACT，EIAJといったように，

異なるEDI標準聞の変換を行う.現に
EIAJでは， EIAJの既存の伝票に対応する
EDIFACTの標準メッセージを定義してお
り，その場合はEDIFA口‘とEIAJの変換が
必要になる.

形態3:端末での直接変換
上記の 2つの利用形態は異なるデー

タフォーマット聞の変換であるが，これ
は端末で直接標準フォーマットの作成・
解析を行う場合である.

3.2従来のトランスレータの問題点

従来のトランスレータの利用形態は
ローカルフォーマットと標準フォーマッ
ト聞の変換しか対象としておらず，デー
タフォーマットに関してもEIAJ用トラン
スレータのように特定の標準フォーマッ
トに固有となっている. したがって，前
述した利用形態や種々のデータフォー
マットに対応するには，個別に変換プロ
グラムを開発する必要があった.

このため，種々の利用形態やデータ

フォーマットに柔軟に対応する汎用トラ
ンスレータを開発するには，利用形態や
データフォーマットが異なっても，共通
に適用できる体系的な開発手法が必要と
なる.

4.汎用データフォーマヴト変換方式の

鐘塞
EDIのデータフォーマットは，以下の

ように，転送される情報の意味内容〈セ
マンティクス〉と表現形式〈シンタック
ス〉の2つの側面があると考えられる.

.セマンティクスの側面
システム聞で交換する情報の内容.

例えば，発注伝票では，企業Aから企業
Bに対して商品CをD個注文するといっ
た情報が，これに該当する.
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.シンタックスの側面
上記のセマンティクスを特定のシン

タックスルールに従ってビット列として
表現したデータ.例えば，発注目という

情報をYYMMDDという文字列で表現し，

ヘッダやトレーラを付与したデータがこ
れに該当する.

このようにセマンティクスとシン
タックスを分離するという概念はI OSI 
〈開放型システム間相互接続〉にも存在
している. OSIでは，転送される情報の
セマンティクスとシンタックスをそれぞ
れ抽象構文と転送構文と呼び，セマン
ティクスを記述するためのASN.1 (抽象
構文記法 1)を規定している. しかしな
がら I EDIでは各標準が各々独自の方法
でデータフォーマットを規定しており，
し均、もセマンティクスとシンタックスを
明確に分離していないため，既存のトラ
ンスレータは特定のEDI標準に固有の変
換プログラムとなっている(2).

そこで， トランスレータのプログラ
ムでは，シンタックスとセマンティクス
を分離して扱うことが必要である.これ

は， トランスレータのプログラム内部に

セマンティクスに対応するデータ構造を
定義し，各データフォーマットのシン

タックスはそのデータ構造からデータ

フォーマットのビット列に変換する符号
化規則として捉えることで実現できる.

データフ才ーマットA データフ才ーマットB

図2 EDI汎用データフォーマット変換方式

データフォーマット変換は，図 2に
示すように，まずデータフォーマットを
プログラム内部のデータ構造としてデ
コード〈シンタックス変換)して，シン
タックスレベルからセマンディクスレベ
ルへの変換を行う.その後，セマンティ

クスを保存して項目の型(整数，文字列
など〉や長さの変換(セマンティクスの
対応付け〉を行った後に，異なるデータ
フォーマットへエンコード(シンタック
ス変換)することで実現できる.

これにより，シンタックス変換を行
うエンコーダ/デコーダモジュールを交
換することで，種々のデータフォーマッ
トや利用形態に対応できる(図 3). 

(2)利用形態2

燃すl 担27;
問防:去二マヤト|臨鱒鱒調|標準Aフ行マット

ラ22二友 |号?2571!う53ごZ
(3)利用形態3

図3 3つの利用形態への対応

つまり，図 3で，利用形態 2は，単

に扱うデータフfーマットが利用形態 1
と異なるだけとみなすことができ，ロー

カルフォーマットのエンコーダ/デコー
ダを標準フォーマットのエンコーダ/デ
コーダに交換するだけで実現できる.ま
た，利用形態3については，業務アプリ
ケーションから直接エンコーダ/デコー
ダのモジュールを呼び出すことで実現で
きる.このエンコーダ/デコーダのモ
ジュールは，利用形態 1と2で使用する

ものと同じモジュールを流用できる.

5. EDI用汎用トランスレータの基本設計

5. 1設計方針

(1) 4章の汎用データフォーマット変換

方式に従い，種々のデータフォーマット

や利用形態へ容易に対応可能とする.
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(2)EDIでは，運用が進むにつれ新たな帳

票の定義や既存の帳票へのデータ項目の

追加等の帳票の変更が行われる場合があ

るため， トランスレータのプログラムを

変更せずにこれらに対応できるようする.

5. 2ソフトウヱア構成

汎用トランスレータは，図 4のよう
に，シンタックス変換を行うエンコーダ
/デコーダ，セマンティクスの対応付け
を行うゲートウェイの各モジュールと，
辞書ファイル，データ項目対応ファイル，
環境設定ファイルから構成する.

令今:データ構造の授受

図4 トランスレータのソフトウェア構成

以下では，エンコーダ/デコーダと
ゲートウェイ問で授受されるデータ構造，
各ファイルの内容，並びに各モジュール
の処理について検討する.

5. 3データ構造

Cl)種々のデータフォーマットや利用形

態への対応
種々のデータフォーマットに対応す

るには，異なるデータフォーマットに対
しでも同ーのデータ構造を使用できるよ
うに定義する必要がある.現在複数の
EDI標準が存在しているが，そのシン
タックスルールは類似しており，基本的
には図 1に示すような階層構造をとって
いる.その中で， EDIFACTは，表 lに示
すように，他の標準のシンタックスルー
ルを包含していると考えられる.そこで，
EDIFACTをベースとしたデータ構造を規
定することとする.

また， 3.1飾の 3つの利用形態に対応
するには，エンコーダ/デコーダのモ

ジュールが容易に交換できなければなら
ない.これは，エンコーダ/デコーダが
1回の変換をシンタックスルールのどの
階層で行うかに依存する.階層が低いほ
ど特定の標準に依存した部分を抽出する
のが困難となるため，最上位の階層であ
るインターチェンジ単位でデータ構造を
規定することとする.

表1 シンタックスルールの対応

EOIFACT X.12 CII 
インター イチンzター ファイル
チヱンジ ンジ

機能グループ 機能グループ メグッルセーープジ

メッセージ トフンセザックトション メッセージ

データセグメント データセグメント 一

植エ合レデメーンタト ー ー

単ン一トエ/デレ構ーメ成タンエデトーレメタ
TFO 

データエレメント 〈TranDsaftear) Form 

注:・は対応する階層がないことを示す.

(2)帳票の変更に対する対応
プログラムを変更せずに帳票やデー

タ項目の変更等に対応するためには，
データ構造では特定の帳票のデータエレ
メントに固有の変数名等を定義しないよ
うにする必要がある.そこで，データエ
レメントのデータ構造は，データエレメ
ントの識別子，型を示す識別子並びにそ
の値から構成し，それをリストで連結す
ることで，メッセージを表わすこととす
る.また，機能グループなど他の階層も
同様のリスト構造とし，それらを上位の
階層から順に連結することでインター
チェンジのデータ構造とする.

図5に， c言語の構造体として，イ

ンターチェンジのデータ構造を定義した
例を示す.ここでは， リスト構造で連結
する部分は自己参照のポインタC*Next)
とする.また，単一データエレメントと
複合データエレメントのように，選択可
能な要素には共用体を用い，選択された
要素を示すための変数を定義する.

5.4変換に必要なファイル

汎用トランスレータでは，以下の
ファイルが必要となる.
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typedef struct { 
ATRB_FLAG AtrbFlag; 
union {印1...:釘則前

回，_，師

団，-旺:AL
} AtrbVal: 

Str: 
IntVal: 
RealVal: 

1*文字列事/
1*整数章/
/章実数 *1

} SI胤 E_OAT九乱闘lV札 I事単一データエレメントザ
typedef struct匂別問tOataEI聞{

s truct coroon聞 tDataElem 事Next;
SI胤~OATAj且聞I_V札伽T開閉tYal:

}α漏冷慌NT_OATA_且回 I章構成データエレメント章/
typedef struct印 刷sitOataEI伺{

l島問TEI釦蜘;

α滞も旺NT_OAT九旦聞 Cα!1)OI'IentOataE1 etTi i st: 
iαlfIlOS 1 T _OA.T.九乱闘 I章複合データヱレメント草/
type由fstruct DataEI開{

struct DataEI聞事Next:
臥却し Sirrple; 
union ( SI胤~DAI九ELEM..V札 SingleVal:

α脚。SILO仇JAj且副 CαIllOsitVal ; 
) ElemVal: 

} OAT"-且聞 I事データエレメントの選択(単純/複合}事/
町田也fstruct DataSeg ( 

str田 tDataSeg 章Next:
箆G_TAG SeoTag; 1*セグメントタグザ
t邸 側T Elm船;

OAT.九且団 組閣taEl伺t.ist;
1 OAT，九.SEG: 1事データセグメントザ
type也fstruct Msg ( 

struct Msg 
ぼ詩DRT
開閉T

草地xt;
Kim幻f.so;
E同蜘:

OAT"-:笹沼
}鵬G:

tOataおglist:
/事メッセージ章/

ty問 defstruct FI日、cGrouo{ 
str凶 tFuncGroup *Next: 
開制.T KincOfFuncGrouo: 
闘のRT Elm蜘;

附 欄s乱ist;
} A.N;JJ凱1':
typedef struct Interchange ( 

B∞L Grωp; 
us他府 Elerr制0:
union ( 

/本機能グループザ

FU<<:_Gf机P 事FuncGrOl札ist:
眼路 孝Msglist:

) ElemVal; 
}INTERa仏t<<lE; 1*インターチェンジザ

図5 モジュール聞で授受するデータ構造

(1)辞書ファイル
以下に示す 3種類の辞書ファイルを

設ける.

・標準項目辞書定義ファイル
データエレメントの値を精査するた

め，個々のデータエレメントの属性を格

納する.このファイルはデータフォー

マット毎に作成する.

8ID選択項目定義ファイル
データエレメントの値がコード化さ

れている場合に，コードの値を精査する

ためのコードの一覧表である.このファ
イルはデータフォーマット毎に作成する.

・帳票別項目一覧辞書ファイル
帳票を構成するデータエレメントが

正しく含まれているかどうか確認するた
め，標準メッセージに含まれるデータエ
レメントの集合を定義する.このファイ
ルは標準メッセージ毎に作成する.

(2)データ項目対応ファイル
ゲートウェイモジュールでは，セマ

ンティクスの対応付けを行うために. 2 
つのデータフォーマットのデータエレメ
ント聞の属性の対応表であるデータ項目
対応ファイルが必要となる.これは，変
換を行う両方の辞書ファイルに含まれる
データエレメントの識別子の対応表を設
けることで実現できる.このファイルは，
標準メッセージ毎に作成する.

(3)環境設定ファイル
トランスレータの動作を決定するた

めに，各種オプション，例えばCIIの場
合，可変長レコードが取り扱えない通信
回線のための分割モード，通信制御文字
と同ーのオクテットが使用できない通信
回線のため非透過モード.EDIFACTと並
行使用するためのTYPE-Eモード，を指定
したり，発信者コードや文字コードなど
メッセージグループヘッダに固定的に設

定する情報を格納するファイルである.
これはデータフォーマット毎に作成する.

5. 5各モジュールの処理

以下では，エンコーダ/デコーダ/
ゲートウェイにおける処理の概要につい
て述べる.また.図 6に，エンコード/
デコード処理の概念を示す.

(1)エンコーダ
エンコーダでは，初期化処理として

環境設定ファイルを読み込み動作モード
を決定した後，シンタックスルールに
従って，上位から順に一つ下の階層の処

理を呼び出す.
インターチェンジ処理では，エン

コード結果を格納するファイルをオープ
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図6 エンコード/デコード処理の概念

ンし，構造体が存在する数だけ機能グ

ループ処理を呼び出す.

機能グループ処理では，使用する帳

票別項目一覧辞書や標準項目辞書を決定

し，機能グループヘッダを書き出す.そ
の後メッセージ構造体が存在する数だけ

メッセージ処理を呼び出し，最後に機能

グループトレーラを書き出す.

メッセージ処理では，メッセージ

ヘッダを書き出し，構造体の存在する数

だけデータセグメント処理を呼び出しな

がら，エンコードされた結果をファイル

に書き出し，最後にメッセーヅトレーラ

を書く.
データセグメント処理やデータエレ

メント処理では，標準項目辞書やID選択
項目定義を参照して，正しい値が構造体
に設定されているかどうか確認し，値を
エンコードする.

(2)デコーダ

デコーダもエンコーダと同様に.シ

ンタックスルールの階層に従って，処理

を行うが，下位の階層の処理に移る前に
予め下位層の構造体の領域，例えば機能

グループ処理ならメッセージの構造体を
割り当てる.

また，デコード時には，受信したイ

ンターチェンジがどのモードでエンコー
ドされているかわからないため，機能グ
ループヘッダ等を解析して解析に必要と

なる情報を取得し， TYPE-Eモードなど対

応するモードで動作するようにする.

(3)ゲートウェイ

ゲートウェイでは，変換するメッ

セージの種類のデータ項目対応ファイル

を参照して型と長さの属性を比較し，差

異がなければ必要ならばデータ項目の識

別子を変換し，差異があれば以下のよう

な属性の変換を行う.

変換元のデータ値の長さが変換先の

最小の桁数に足りない場合には，例えば

数字列の場合はOを埋めるなど省略時値

を埋め込み，多い場合には後ろから切捨

てるようにする.また，変換元にしか
データエレメントがない場合にはその項

目を削除し，変換先にしかない場合には，

デフォルトの値を設定するようにする.

さらに，表 lのように，変換先に対応す
る階層がない場合には，下位の階層の構

造体へ展開する.

6.汎用トランスレータの実装

以上の基本設計に基づき，汎用トラ

ンスレータを船田DOSパソコン上にC言語

を用いて実装した.データエレメントが

固定長のローカルフォーマットとCII標
準聞のトランスレータを対象とし，帳票
としてEIAJの注文伝票と注文請け伝票を

扱った.以下では，エンコーダ/デコー
ダインタフェース仕様，シンタックス

ルールのデータ構造への対応付け，処理
及びファイルの概要について記述する.

6. 1エンコーダ/デコーダのインタ

フヱース仕様

データフォーマットを授受する方法

として，ファイル渡しとバッファへのポ
インタで渡す方法が考えられる.処理速

度の点ではポインタ渡しが，メモリ量の

点ではファイル渡しが有利である.今回

の実装はパソコン上であり，メモリ量の
観点からファイル渡しにした.また，環
境設定ファイルにはトランスレータのオ
プション情報をデフォルトの値として設
定しているが，関数の呼び出し時にオプ
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ションを変更する場合を考慮、し，オプ

ション情報も入力パラメタとした.

図7に，エンコーダ/デコーダの各

モジュールのインタフェース仕様を示す.

どちらの関数にもエラー情報を出力パラ

メタとした.関数名の中でXXXになって

いる部分には，データフォーマットを示

す文字列 (CII/FIX)が入る.

関問RTenc鴫 :_XXX(fi Ie. Ien. Inter. envinfo. err ) 
α仏R 事“fi 川l同e駅，μ'ヱンコ一ド結果のフアイル名 $ν/ 
l比1.0随 判e開n; ，μ章エンコ-ド結果のフアイJルb畏事ν/ 
川T花E悶快限草章判州山Ir什r市.

印vに'_1M即司'0*e制洞v引inf。町，μ，オプシ盟ン情報 'ν/ 
閣制T*err: ，事エラーコード寧/

(1)エンコーダ

Interchange事de∞出:_XXX(fi le. enyinfo. err ) 
O銚R *file; '*デコードするファイル名書/

印V_'断。 Uenvinfo; ，章オプション情報寧/

ls剛 T*err; I事エラーコード章/

(2)デコーダ
図7 インタフェース仕様

6.2シンタヴクスルールとデータ構造

の対応付け

(1)シンタックスルールの対応

CIIにはデータセグメントの概念はな

いため， CIIの最下位の階層である

TFD(Transfer Form Data)のデータタグ

はデータセグメント構造体のセグメント

タグに，データ値は単一データエレメン

ト構造体に対応付け，データセグメシト

構造体には一つのデータエレメシト構造

体しか含まないようにした

固定長の場合は，ほぼCIIの対応付け

と同様であるが，機能グループの階層を

設定せず，インターチェンジから直接

メッセージの構造体を指すようにした.

(2)TFD制御子の扱い

TFDには，通常のデータ値が設定され

るデータエレメントと，表形式のデータ

を表わすためのマルチ明細ヘッダやEIAJ
シンタックスルールとの互換性を示すた

めの拡猿モード指示子などのTFD制御子

の2種類が存在する.このTFD制御子を

ユーザが明示的に指定できるようにする

ため，セグメントタグにTFD制御子の値

を設定させるようにした.ただい拡張

モードに関しては，エンコーダが自動的

に判断するようにした.

6.3ファイルの概要

標準項目辞書定義ファイルは，各項

目が固定長でTFDのデータタグの昇順と

した.項目毎に項目名，型，最小長，最

大長，整数部桁数，小数部桁数及び値が

登録されているかを示すフラグを格納し，

値がコード化されているかを示す特別の
型を設けた.今回はEIAJの帳票を対象と

しており，データタグの範囲はEIAJで定

義される 1(データ処理No.)から 158
(指定メーカー名〉までとした. 1 D選

択項目定義ファイルも項目No.の昇順で

あるが.項目数が不定であるため可変長

とした.また，帳票別項目一覧辞書ファ

イルには，注文情報と注文請け情報で使

用される項目No.を列挙した.

データ項目対応ファイルは，データ

タグが l対 1に対応するようにした.

環境設定ファイルには， TYPE-Eなど

のCIIの各種オプションや，メッセージ

グループヘッダに固定的に含まれる発信

者コードなどを設定した.

6.4各モジュールの処理

基本的な処理については5.5節で示し

た通りであり，以下ではCII標準特有の

処理について述べる.

(1)エンコーダ

cnのメッセージにはヘッダにメッ

セージ長のフィールドが含まれており，

メッセージを組み立てるまではメッセー

ジ長が決定できない.そこで，メモリ上

でメッセージを組み立てた後でファイル
に書き出すようにした.また，メッセー

ジの組み立て処理をどのモードでも共通
に使えるようにするため，分割jモードや

非透過モードの処理はメッセージの組み

立て時ではなく，ファイルへの書き出し
時にフィルタ処理として行うようにした.
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(2)デコーダ
デコードするファイルが， CIIで

EDIFACTをサポートするためのTYPE-E
モードかどうかを判断するため，メッ
セージグループヘッダの先頭を lノ〈イト
先読みし，この値によりモードの処理を
振り分けるようにした.

(3)ゲートウェイ
固定長にはメッセージグループの階

層を設定しなかったため， CIIから固定
長に変換する場合には，機能グループ構
造体に連結されているメッセージ構造体
のリストをインターチェンジ構造体につ
なぎ変え，固定長からCIIへの変換の場
合はその逆の処理を行うようにした.

7. 評価と宥察

(1)トランスレータの汎用性について
ゲートウェイモジュールは，データ

フォーマット毎にプログラムを作成しな
ければならない場合がある. 1対 1に
データエレメントが対応する場合には属
性の変換だけで済む.一方，データエレ
メントが1対 lに対応しない場合(例え
ばx.12の発注目はEDIFACTの日付と発注
に対応〉には，プログラム内に変換ロ
ジックを組み込む必要がある.

しかしながら，本方式は，データ

フォーマット毎のエンコーダ/デコーダ
をライブラリとして用意し，ゲートウェ

イモジュールと組み合わせさえすれば，
任意の利用形態やデータフォーマットに
対応でき， EDIシステムを効率的に開発
する有効な手法であるといえる.

(2)大きなインターチェンジへの対応に

ついて
今回採用したデータ構造はインター

チェンジを単位としているため，必要な
メモリ量が大きいという欠点が存在する.
このような場合，大きいインターチェン
ジを扱うには，処理速度は遅くなるがイ
ンターチェンジ構造体をファイル化して
授受する方法や，メモリ量の大きいマシ
ンで一旦デコードされた一つのインター

チェンジ構造体を複数のインターチェン
ジ構造体に分割してエンコードし，複数
のインターチェンジに分割することで対
処できると考えられる.

8.おわりに

本稿では，標準フォーマットどうし
での変換や端末での直接変換といった利
用形態並びに種々のデータフォーマット
に柔軟に対応するEDI用トランスレータ
を体系的に開発する手法について論じた.
まず， トランスレータの機能をセマン
ティクスの対応付けとシンタックス変換
に分離し，シンタックス変換のモジュー
ルを交換することで種々の標準への対応
を容易とする汎用データフォーマット変
換方式を提案し，その方式に基づいた
データ構造，ファイル並びに処理等の設
計を行った.また，これらの設計に従っ
てCII標準対応のトランスレータを実装
し，本方式の有効性を実証できた.

今後とも複数標準が並行して使用さ
れる状況においては，複数のEDI標準へ
の対応が容易な本方式はEDIシステム開
発の有効な手法になると考えられる.最
後に，日頃ご指導頂く KDD研究所小野
所長，浦野次長及びご討論頂いた浅見通
信網支援ソフトウェアグループリーダに
感謝します.
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